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■紀の川下流部

家庭ゴミ 家電 廃車機械ゴミ 産業廃棄ゴミ

紀の川（直轄河川管理区間）ゴミマップ
～ やめよう不法投棄 いつまでもきれいな紀の川を ～

河川管理の見える化

処分費はみんなの税金から！

家庭ゴミ ●

家電ゴミ ●

粗大ｺﾞﾐ ▲

廃車機械ゴミ ▲

産業廃棄ゴミ ■

その他 ■

凡　　　例

ゴミの不法投棄は法律により厳しく罰せられます

【河川法(河川施行第16条の4)違反】
3ヶ月以下の懲役または２０万円以下の罰金

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

●不法投棄は、警察に通報する場合があります。

和歌山市

紀の川市岩出市

■ ●●■

●

■ ■

■

紀の川上流部

九度山町

橋本市かつらぎ町

紀の川（直轄管理区間）では、不法投棄の処理に
年間 約2,800万円 もの費用がかかっています！

きれいな紀の川を守るために、地域の方々がボランティ
アで清掃活動をされています。


